
 
 
 
 
 

横浜市におけるシェアサイクル事業について 

 

    横浜市では公共交通の機能補完や地域の活性化、脱炭素社会の形成等を目的に、 

協働事業者と連携して「横浜都心部コミュニティサイクル事業」及び「横浜市広域

シェアサイクル事業社会実験」を実施しています。 

 事業の推進にあたっては、利用者の移動データやニーズ等をもとに道路や歩道、

公園、自転車駐車場、地区センター等区民利用施設、商業施設などにサイクルポー

トを順次設置しており、現在、市内 550箇所（南区内 15箇所）のサイクルポート

で約 36,000人の皆様にご利用いただいております（令和６年４月末時点）。 

    サイクルポートの設置スペースについては随時募集しておりますので、自治会町

内会館など候補地があれば、道路局道路政策推進課までお気軽にご相談ください。 

   （設置期間の定めはございません。また、設置にかかる土地等の使用料については

基本的に無償とさせていだたきますこと、あらかじめご了承願います。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当（問合せ）：道路局道路政策推進課 

伊藤、寺本 

               ℡ 045-671-3644 

  

区連会６月定例会資料 
令和６年６月 20 日 
道路局道路政策推進課 

レンタルサイクルのように借りた場所に返す必要はなく、
地域内に設置された複数のサイクルポートを相互に利用し、
お出かけ先など、借りたポートと異なるところにも返却でき
る利便性の高い交通システムです。 
 3.6m×2ｍ程度のスペースから設置ができ、環境に優しい
移動手段の１つとして近年全国で導入が進められています。 

自治会町内会館への設置例 

 
＜シェアサイクルとは＞ 

（参考）シェアサイクルポート標準寸法 
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集合住宅の空き駐車ｽﾍﾟｰｽを活用した設置例 公園への設置例（清水ケ丘公園） 
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ポート設置希望者を募集しています。 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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